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六
十
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関
係
）

別
表
第
四
（
第
六
十
二
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）

高
圧
室
内
作
業
主

一

高
圧
室
内
業
務
に
二
年
以
上
従
事
し
た
者
で
あ
つ

高
圧
室
内
作
業
主

高
圧
室
内
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務
に
二
年
以
上
従
事
し
た
者
で
あ
つ
て
、

任
者
免
許

て
、
高
圧
室
内
作
業
主
任
者
免
許
試
験
に
合
格
し
た

任
者
免
許

高
圧
室
内
作
業
主
任
者
免
許
試
験
に
合
格
し
た
も
の

も
の

二

高
圧
則
第
四
十
七
条
第
二
号
に
掲
げ
る
者

（
略
）

（
略
）

潜
水
士
免
許

一

潜
水
士
免
許
試
験
に
合
格
し
た
者

潜
水
士
免
許

潜
水
士
免
許
試
験
に
合
格
し
た
者

二

高
圧
則
第
五
十
二
条
第
二
号
に
掲
げ
る
者


